
議案第９２号 

川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例の制定について 

川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例を次のとおり制定する。 

平成２５年 ６ 月 ６ 日提出 

川崎市長 阿 部 孝 夫 

   川崎市職員退職手当支給条例等の一部を改正する条例 

（川崎市職員退職手当支給条例の一部改正） 

第１条 川崎市職員退職手当支給条例（昭和２３年川崎市条例第７３号）の一

部を次のように改正する。 

第３条中「４５年」を「４３年」に改め、同条第１号中「１００分の７５」

を「１００分の７０」に改め、同条第３号中「１００分の２４０」を「１０

０分の１８０」に改め、同条第４号中「１００分の１６０」を「１００分の

１３０」に改め、同条第５号中「１００分の１２５」を「１００分の１１０」

に改め、同条第６号中「１００分の１２０」を「１００分の１０２」に改め、

同条第７号中「１００分の１１０．６」を「１００分の８３」に改める。 

第４条の見出し中「傷病等」を「傷病」に改め、同条第１項第１号中「１

００分の１００」を「１００分の８０」に改め、同項第２号中「１００分の

１４５」を「１００分の１４０」に改め、同項第３号中「１００分の１９５」

を「１００分の１５０」に改め、同項第４号中「１００分の２４５」を「１

００分の１８０」に改め、同項第５号中「１００分の１７０」を「１００分

の１４０」に改め、同項第６号中「１００分の１２５」を「１００分の１２



０」に改め、同項第７号中「１００分の１０５．６」を「１００分の１０１．

８」に改め、同条第２項を削る。 

第５条の見出し中「整理退職等」を「定年退職等」に改め、同条中「定数

の減少、組織の改廃若しくは予算の減少により過員若しくは廃職を生ずるこ

とにより退職した者、公務上の傷病若しくは死亡により退職した者」を「定

年に達したことにより退職した者（定年に達した者で川崎市職員の定年等に

関する条例（昭和５９年川崎市条例第３８号）第４条の規定により引き続き

勤務した後退職した者を含む。）、法律の規定に基づく任期を終えて退職し

た者、その者の非違によることなく勧奨を受けて退職した者であって任命権

者が市長の承認を得たもの」に、「よる傷病若しくは死亡」を「よる傷病」

に、「、定年に達したことにより退職した者（定年に達した者で川崎市職員

の定年等に関する条例（昭和５９年川崎市条例第３８号）第４条の規定によ

り引き続き勤務した後退職した者を含む。）又はその者の非違によることな

く勧奨を受けて退職した者であって任命権者が市長の承認を得たもの」を「又

は死亡により退職した者（次項の規定に該当する者を除く。）」に改め、同

条第１号中「１００分の１３０」を「１００分の８０」に改め、同条第２号

中「１００分の１５０」を「１００分の１８３．５」に改め、同条第３号中

「１００分の２５０」を「１００分の２０９」に改め、同条第４号中「１０

０分の１８０」を「１００分の１５１」に改め、同条第５号中「１００分の

９５．６」を「１００分の７９．３」に改め、同条に次の１項を加える。 

 ２ 定数の減少、組織の改廃若しくは予算の減少により過員若しくは廃職を

生ずることにより退職した者又は公務上の傷病若しくは死亡により退職し

た者に対する退職手当の基本額は、退職日給料月額に、その者の勤続期間

（その者の勤続期間が３５年を超えるときは、これを３５年とする。）を

次の各号に区分して、当該各号に掲げる割合を乗じて得た額の合計額とす



る。 

  ⑴ １年以上１０年以下の期間については、１年につき１００分の１３０ 

  ⑵ １１年以上１５年以下の期間については、１年につき１００分の１４

１．５ 

  ⑶ １６年以上２５年以下の期間については、１年につき１００分の１８

０ 

  ⑷ ２６年以上３０年以下の期間については、１年につき１００分の１５

１ 

  ⑸ ３１年以上の期間については、１年につき１００分の７９．３ 

  第５条の３中「該当する者」の次に「（法律の規定に基づく任期を終えて

退職した者及び同条第１項に規定する死亡により退職した者（通勤による死

亡により退職した者を除く。）を除く。）」を加える。 

第５条の５中「規定する者」の次に「（法律の規定に基づく任期を終えて

退職した者及び同条第１項に規定する死亡により退職した者（通勤による死

亡により退職した者を除く。）を除く。）」を加える。 

（川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例の一部改正） 

第２条 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例（平成１９年川崎

市条例第１０号）の一部を次のように改正する。 

 附則第２項に後段として次のように加える。 

  この場合において、旧条例第３条から第５条までの規定の適用について

は、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同

表の右欄に掲げる字句とする。 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条 ４５年 ４３年 

第３条第１号 １００分の７５ １００分の７０ 



第３条第３号 １００分の２４０ １００分の１８０ 

第３条第４号 １００分の１６０ １００分の１３０ 

第３条第５号 １００分の１２５ １００分の１１０ 

第３条第６号 １００分の１２０ １００分の１０２ 

第３条第７号 １００分の１１０.６ １００分の８３ 

第４条第１項第１号 １００分の１００ １００分の８０ 

第４条第１項第２号 １００分の１４５ １００分の１４０ 

第４条第１項第３号 １００分の１９５ １００分の１５０ 

第４条第１項第４号 １００分の２４５ １００分の１８０ 

第４条第１項第５号 １００分の１７０ １００分の１４０ 

第４条第１項第６号 １００分の１２５ １００分の１２０ 

第４条第１項第７号 １００分の１０５.６ １００分の１０１．８

第４条第２項第１号 １００分の１１５ １００分の８０ 

第４条第２項第２号 １００分の１４８ １００分の１７０ 

第４条第２項第３号 １００分の２２３ １００分の１９０ 

第４条第２項第４号 １００分の２４８ １００分の２００ 

第４条第２項第５号 １００分の１７５ １００分の１４０ 

第４条第２項第６号 １００分の１６１.６ １００分の１３１．８

第５条第１項第１号 １００分の１３０ １００分の８０ 

第５条第１項第２号 １００分の１５０ １００分の１８３．５

第５条第１項第３号 １００分の２５０ １００分の２０９ 

第５条第１項第４号 １００分の１８０ １００分の１５１ 

第５条第１項第５号 １００分の９５.６ １００分の７９．３ 

（川崎市特別職員給与条例の一部改正） 



第３条 川崎市特別職員給与条例（昭和２３年川崎市条例第７１号）の一部を

次のように改正する。 

  第７条第１項中「１００分の６０」を「１００分の５２」に、「１００分

の４３」を「１００分の３８」に改める。 

（川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第４条 川崎市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例（平成３年川崎市

条例第１３号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「１００分の１６」を「１００分の１４」に改める。 

（川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第５条 川崎市上下水道事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成２１年

川崎市条例第６６号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「１００分の３４」を「１００分の３０」に改める。 

（川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例の一部改正） 

第６条 川崎市病院事業管理者の給与及び旅費に関する条例（平成１６年川崎

市条例第５９号）の一部を次のように改正する。 

  第７条第１項中「１００分の３４」を「１００分の３０」に改める。 

附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は、平成２５年１０月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第１条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例第３条から第５

条までの規定の適用については、この条例の施行の日（以下「施行日」とい

う。）から平成２６年３月３１日までの間においては附則別表第１の左欄に

掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と、

同年４月１日から平成２７年３月３１日までの間においては附則別表第２の



左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる

字句とする。 

３ 川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例による改正前の川崎市

職員退職手当支給条例第３条から第５条までの規定の適用については、第２

条の規定による改正後の川崎市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例

附則第２項後段の規定にかかわらず、施行日から平成２６年３月３１日まで

の間においては附則別表第３の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句

はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句と、同年４月１日から平成２７年３月３

１日までの間においては附則別表第４の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲

げる字句はそれぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

 （川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正） 

４ 川崎市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例（平成１４年川崎市条

例第２号）の一部を次のように改正する。 

第７条第１項及び第１７条中「業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例

第５条」を「業務上の傷病又は死亡は退職手当支給条例第５条第２項」に、

「第５条及び第５条の４第１項に規定する通勤」を「第５条第１項、第５条

の３、第５条の４第１項及び第５条の５に規定する通勤」に改める。 

 （外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一

部改正） 

５ 外国の地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例（昭

和６３年川崎市条例第１号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「第５条」を「第５条第２項」に改める。 

附則別表第１（附則第２項関係） 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条第１号 １００分の７０ １００分の７３．５ 



第３条第３号 １００分の１８０ １００分の２２０ 

第３条第４号 １００分の１３０ １００分の１５０ 

第３条第５号 １００分の１１０ １００分の１３０ 

第３条第６号 １００分の１０２ １００分の１２０ 

第３条第７号 １００分の８３ １００分の１１７ 

第４条第１号 １００分の８０ １００分の９３ 

第４条第２号 １００分の１４０ １００分の１４３ 

第４条第３号 １００分の１５０ １００分の１７９ 

第４条第４号 １００分の１８０ １００分の２２２ 

第４条第５号 １００分の１４０ １００分の１５９ 

第４条第６号 １００分の１２０ １００分の１２３ 

第４条第７号 １００分の１０１．８ １００分の１０５．２

第５条第１項第１号 １００分の８０ １００分の１１２ 

第５条第１項第２号 １００分の１８３．５ １００分の１６２ 

第５条第１項第３号 １００分の２０９ １００分の２３６ 

第５条第１項第４号 １００分の１５１ １００分の１７０ 

第５条第１項第５号 １００分の７９．３ １００分の８９．２ 

第５条第２項第２号 １００分の１４１．５ １００分の１４７ 

第５条第２項第３号 １００分の１８０ １００分の２２５ 

第５条第２項第４号 １００分の１５１ １００分の１７１ 

第５条第２項第５号 １００分の７９．３ １００分の８９．２ 

附則別表第２（附則第２項関係） 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条第１号 １００分の７０ １００分の７１．５ 



第３条第３号 １００分の１８０ １００分の１９８ 

第３条第４号 １００分の１３０ １００分の１３９ 

第３条第５号 １００分の１１０ １００分の１１５ 

第３条第６号 １００分の１０２ １００分の１１２ 

第３条第７号 １００分の８３ １００分の１０３ 

第４条第１号 １００分の８０ １００分の８６ 

第４条第２号 １００分の１４０ １００分の１４１ 

第４条第３号 １００分の１５０ １００分の１６３ 

第４条第４号 １００分の１８０ １００分の１９９ 

第４条第５号 １００分の１４０ １００分の１４９ 

第４条第６号 １００分の１２０ １００分の１２１ 

第４条第７号 １００分の１０１．８ １００分の１０３．８

第５条第１項第１号 １００分の８０ １００分の９５ 

第５条第１項第２号 １００分の１８３．５ １００分の１７４ 

第５条第１項第３号 １００分の２０９ １００分の２２１ 

第５条第１項第４号 １００分の１５１ １００分の１６０ 

第５条第１項第５号 １００分の７９．３ １００分の８２．８ 

第５条第２項第２号 １００分の１４１．５ １００分の１４４ 

第５条第２項第３号 １００分の１８０ １００分の２０１ 

第５条第２項第４号 １００分の１５１ １００分の１６０ 

第５条第２項第５号 １００分の７９．３ １００分の８２．８ 

附則別表第３（附則第３項関係） 

読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条 ４５年 ４３年 



第３条第１号 １００分の７５ １００分の７３．５ 

第３条第３号 １００分の２４０ １００分の２２０ 

第３条第４号 １００分の１６０ １００分の１５０ 

第３条第５号 １００分の１２５ １００分の１３０ 

第３条第７号 １００分の１１０.６ １００分の１１７ 

第４条第１項第１号 １００分の１００ １００分の９３ 

第４条第１項第２号 １００分の１４５ １００分の１４３ 

第４条第１項第３号 １００分の１９５ １００分の１７９ 

第４条第１項第４号 １００分の２４５ １００分の２２２ 

第４条第１項第５号 １００分の１７０ １００分の１５９ 

第４条第１項第６号 １００分の１２５ １００分の１２３ 

第４条第１項第７号 １００分の１０５.６ １００分の１０５．２

第４条第２項第１号 １００分の１１５ １００分の１０３ 

第４条第２項第２号 １００分の１４８ １００分の１５６ 

第４条第２項第３号 １００分の２２３ １００分の２１１ 

第４条第２項第４号 １００分の２４８ １００分の２３１ 

第４条第２項第５号 １００分の１７５ １００分の１６３ 

第４条第２項第６号 １００分の１６１.６ １００分の１５０．２

第５条第１項第１号 １００分の１３０ １００分の１１２ 

第５条第１項第２号 １００分の１５０ １００分の１６２ 

第５条第１項第３号 １００分の２５０ １００分の２３６ 

第５条第１項第４号 １００分の１８０ １００分の１７０ 

第５条第１項第５号 １００分の９５.６ １００分の８９．２ 

附則別表第４（附則第３項関係） 



読み替える規定 読み替えられる字句 読み替える字句 

第３条 ４５年 ４３年 

第３条第１号 １００分の７５ １００分の７１．５ 

第３条第３号 １００分の２４０ １００分の１９８ 

第３条第４号 １００分の１６０ １００分の１３９ 

第３条第５号 １００分の１２５ １００分の１１５ 

第３条第６号 １００分の１２０ １００分の１１２ 

第３条第７号 １００分の１１０.６ １００分の１０３ 

第４条第１項第１号 １００分の１００ １００分の８６ 

第４条第１項第２号 １００分の１４５ １００分の１４１ 

第４条第１項第３号 １００分の１９５ １００分の１６３ 

第４条第１項第４号 １００分の２４５ １００分の１９９ 

第４条第１項第５号 １００分の１７０ １００分の１４９ 

第４条第１項第６号 １００分の１２５ １００分の１２１ 

第４条第１項第７号 １００分の１０５.６ １００分の１０３．８

第４条第２項第１号 １００分の１１５ １００分の９０ 

第４条第２項第２号 １００分の１４８ １００分の１６４ 

第４条第２項第３号 １００分の２２３ １００分の２００ 

第４条第２項第４号 １００分の２４８ １００分の２１４ 

第４条第２項第５号 １００分の１７５ １００分の１５０ 

第４条第２項第６号 １００分の１６１.６ １００分の１４０．８

第５条第１項第１号 １００分の１３０ １００分の９５ 

第５条第１項第２号 １００分の１５０ １００分の１７４ 

第５条第１項第３号 １００分の２５０ １００分の２２１ 



第５条第１項第４号 １００分の１８０ １００分の１６０ 

第５条第１項第５号 １００分の９５.６ １００分の８２．８ 

参考資料 

   制 定 要 旨 

国及び他の地方公共団体の退職手当との均衡を考慮して定年等による退職者

に係る退職手当の支給の割合を引き下げること等のため、この条例を制定する

ものである。 


